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（機密性２）部内限 作成 R5.2.7

（ ）内はコース数 （単位：人）

就職目標値 定員数 受講者数 （充足率：％） 就職者数 （就職率：％）

1,340 972（ 71） 571 58.7 293 55.1
合計 ʷ 810 637（ 46） 373 58.6 234 77.7

基礎コース 55% 373 215（ 13） 122 56.7 89 82.0

実践コース 60% 437 422（ 33） 251 59.5 145 75.6

31元 合計 ʷ 690 645（ 52） 394 61.1 193 60.3

年 基礎コース 55% 305 242（ 17） 161 66.5 77 68.4

度 実践コース 60% 385 403（ 35） 233 57.8 116 55.8

合計 ʷ 1,327 624（ 48） 413 66.2 214 57.5

基礎コース 58% 600 185（ 12） 117 63.2 54 55.4

実践コース 63% 727 439（ 36） 296 67.4 160 58.2

合計 ʷ 1,305 893（ 64） 583 65.3 268 59.5

基礎コース 58% 600 223（ 14） 131 58.7 52 58.1

実践コース 63% 705 670（ 50） 452 67.5 216 59.9

合計（12月末現在） ʷ 1,198 527（ 35） 397 75.3 28 51.5

基礎コース 58% 479 162（ 11） 120 74.1 3 37.5

実践コース 63% 719 365（ 24） 277 75.9 25 53.3

※令和４年度の就職者数は、令和４年４月末まで修了者の状況（速報値）。
就職数は部内限

（単位：人）

就職目標値 定員数※１ 受講者数※３（充足率：％）就職者数※４ （就職率：％）

合計 ʷ 2,475 1,861 85.6

県：委託 81% 1,640 1,233 92.0 937 81.7

機構：施設内 80% 835 628 75.2 531 87.8

31元 合計 ʷ 2,501 1,794 82.0

年 県：委託 81% 1,713 1,181 84.3 697 77.3

度 機構：施設内 80% 788 613 77.8 421 86.6

合計 ʷ 2,250 1,749 80.9

県：委託 81% 1,502 1,196 84.6 774 77.2

機構：施設内 80% 748 553 73.9 408 86.1

合計 ʷ 2,274 1,795 80.5

県：委託 75% 1,490 1,250 86.4 884 76.3

機構：施設内 80% 784 545 69.5 412 87.7

合計（12月末現在） ʷ 2,291 1,538 84.5

県：委託 75% 1,507 1,095 87.1 269 81.0

機構：施設内 80% 784 443 78.5 183 84.3
※令和４年度の就職者数：①県（委託）は、8月末まで終了したコース。ɻ②機構（施設内）は、4～9月修了者。

※１ 計画定員数（当初分）  
※２ その年度に開始されたコースに係る定員数を計上 県委託訓練は２年課程の前年度繰り越し分を除く。
※３ その年度に受講開始した者の数を計上 県委託訓練は２年課程の繰り越し分を除く。
※４ 就職者数は対象月までに確認できた職業訓練修了者の就職した件数。
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訓練区分

訓練期間 ② 委託訓練(福島県) ③ 施設内訓練
(ポリテクセンター福島・いわき・会津)

准看護師養成科㉔
介護福祉士養成科㉔

パソコン経理事務マスター科（託児）⑥ ITスペシャリスト科（託児付）⑥ NC技術科⑥⑦
農業技術習得科⑥ 経理事務科（託児付）⑥ ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科⑥
DTP－Webデザイン科⑥ Webデザイン科（託児付）⑥ 溶接施工科⑥

CADオペレータ科⑥ 電気設備技術科⑥
住宅建築デザイン科⑥
住環境計画科⑥
生産情報システム科⑥⑦
CAD･機械加工技術科⑥⑦
電気設備技術科⑥⑦
建築CADリフォーム計画科⑥
溶接クラフト科
建築CADリノベーション技術コース⑥
機械CAD･NCコース⑥⑦
電気設備技術コース⑥⑦

経理事務入門科（託児）③ 医療事務科③
経理事務RPA実践科（託児）④ RPA入門科④
経理事務実践科（短時間）（託児）④ 経理事務科④
初歩から始める経理事務科④ 商業経理科③
ゆっくり･しっかり学ぶパソコン基礎科(託児③) 商業経理科（託児付）③
ビジネスパソコン基礎科③ 簿記パソコン科（託児付）③
ビジネスパソコン実践科（託児）③ パソコン基礎科③
初歩から始める総合事務科③ パソコン基礎科（託児付）③
初めての商業事務科③（中止） パソコン基礎科（職場体験あり）③
不動産ビジネス科④ パソコン基礎科（SNS実習あり）③
医療事務調剤事務総合マスター科③ パソコン応用科③
Webデザイン科④ パソコン応用科（託児付）③

パソコン実務科③
パソコン実務科（託児付）③
パソコン実践科（託児付）④
パソコン事務実践科④
介護職員養成科③
介護職員養成実践科③
介護職員実践科③
Webデザイン科⑤
Webデザインビジネス科③
Web制作基礎科④
CADオペレータ科⑤

短期で学ぶ☆Webデザイン科（短期間･短時間）①
２か月で学ぶやさしいパソコン基礎科②
短期で学べるパソコン基礎科（託児）②
Excel重点!ビジネスパソコン実践科（短期間･短時間）（託児）②

関数･マクロ･VBA極める表計算実践科（短期間･短時間）（託児）①

OA事務科（短期間）①
ビジネスパソコン･SNS実践科（短期間･短時間）（託児）①

医療事務科（短期間）②
介護職員初任者研修科（短時間･短時間）②

1か月未満

※○数は、訓練の月数または日数。

6か月以上
1年未満

3か月以上
6か月未満

1か月以上
3か月未満

1年以上
2年未満

令和４年度 公的職業訓練実施科一覧表（１月末現在）

公的職業訓練（ハロートレーニング）

公共職業訓練

2年以上

① 求職者支援訓練(厚労省)
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 分野 ② 委託訓練(福島県) ③ 施設内訓練
(ポリテクセンター福島・いわき・会津)

ITスペシャリスト科（託児付）⑥

パソコン経理事務マスター科（託児）⑥ 経理事務科④

経理事務入門科（託児）③ 経理事務科（託児付）⑥

経理事務RPA実践科（託児）④ 商業経理科③

経理事務実践科（短時間）（託児）④ 商業経理科（託児付）③

初歩から始める経理事務科④ 簿記パソコン科（託児付）③

ゆっくり･しっかり学ぶパソコン基礎科(託児)③ パソコン基礎科③

２か月で学ぶやさしいパソコン基礎科② パソコン基礎科（託児付）③

短期で学べるパソコン基礎科（託児）② パソコン基礎科（SNS実習あり）③

ビジネスパソコン基礎科③ パソコン基礎科（職場体験あり）③

ビジネスパソコン実践科（託児）③ パソコン実践科（託児付）④
初歩から始める総合事務科③ パソコン実務科③

初めての商業事務科③（中止） パソコン実務科（託児付）③
Excel重点!ビジネスパソコン実践科（短期間短時間）（託児）② パソコン事務実践科④
関数･マクロ･VBA極める表計算実践科(短期間･短時間)(託児)① パソコン応用科③
ビジネスパソコン･SNS実践科（短期間･短時間）（託児）① パソコン応用科（託児付）③

OA事務科（短期間）① RPA入門科④

不動産ビジネス科④

医療事務調剤事務総合マスター科③ 医療事務科③

医療事務科（短期間）②

介護職員初任者研修科（短時間･短時間）② 介護職員実践科③

介護職員養成科③

介護職員養成実践科③

介護福祉士養成科㉔

准看護師養成科㉔

農業技術習得科⑥

DTP－Webデザイン科⑥ Web制作基礎科④

Webデザイン科④ Webデザイン科⑤

短期で学ぶ☆Webデザイン科（短期間･短時間）① Webデザイン科（託児付）⑥

Webデザインビジネス科③

電気設備技術コース⑥⑦

生産情報システム科⑥⑦

NC技術科⑥⑦

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科⑥

CAD･機械加工技術科⑥⑦

機械CAD･NCコース⑥⑦

溶接施工科⑥

溶接クラフト科

CADオペレータ科⑤ 住宅建築デザイン科⑥

CADオペレータ科⑥ 住環境計画科⑥

建築CADリフォーム計画科⑥

建築CADリノベーション技術コース⑥

※○数は、訓練の月数または日数。

建設関連

営業
･

販売
･

事務

医療事務

介護
･

医療
･

福祉

農業

デザイン

製造

Ｉ Ｔ

令和４年度 【分野別】公的職業訓練実施科一覧表（１月末現在）

訓練区分 公的職業訓練（ハロートレーニング）

① 求職者支援訓練(厚労省)
公共職業訓練
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   ＋ 求 職 者 支 援 訓 練 （ 実 践 コ ー ス ）

0
7
_福

島

※
本

資
料

に
お

け
る

用
語

は
、

以
下

の
と

お
り

定
義

し
て

い
ま

す
。

「
コ

ー
ス

数
」

公
共

職
業

訓
練

に
つ

い
て

は
、

当
該

年
度

中
に

開
講

し
た

コ
ー

ス
及

び
当

該
年

度
以

前
か

ら
開

始
し

当
該

年
度

に
実

施
し

た
訓

練
コ

ー
ス

の
数

（
当

該
年

度
以

前

に
開

講
し

、
次

年
度

に
繰

り
越

す
コ

ー
ス

を
含

む
）
。

求
職

者
支

援
訓

練
に

つ
い

て
は

当
該

年
度

中
に

開
講

し
た

コ
ー

ス
の

数
。

「
定

員
」

当
該

年
度

中
に

開
講

し
た

訓
練

コ
ー

ス
の

定
員

の
数

。

「
受

講
者

数
」

当
該

年
度

中
に

開
講

し
た

コ
ー

ス
に

入
校

し
た

者
の

数
。

「
応

募
倍

率
」

当
該

訓
練

の
定

員
を

1
0
0
と

し
た

時
の

、
受

講
を

申
し

込
ん

だ
者

の
数

の
倍

率
。

「
定

員
充

足
率

」

当
該

訓
練

の
定

員
に

対
す

る
受

講
者

数
の

割
合

。

「
就

職
率

」

訓
練

を
修

了
等

し
た

者
の

う
ち

就
職

し
た

者
の

割
合

。
分

母
に

つ
い

て
は

受
講

者

数
か

ら
中

途
退

校
者

数
(中

途
退

校
就

職
者

数
を

除
く
）等

を
差

し
引

き
、

分
子

に

つ
い

て
は

中
途

退
校

就
職

者
を

加
え

て
い

る
。

た
だ

し
、

公
共

職
業

訓
練

に
つ

い
て

は
、

令
和

３
年

度
末

ま
で

に
終

了
し

た
コ

ー

ス
、

求
職

者
支

援
訓

練
に

つ
い

て
は

、
令

和
３

年
1
2
月

末
ま

で
に

終
了

し
た

コ
ー

ス

に
つ

い
て

集
計

。

「
デ

ジ
タ

ル
分

野
」

IT
分

野
（
IT

エ
ン

ジ
ニ

ア
養

成
科

な
ど

。
情

報
ビ

ジ
ネ

ス
科

を
除

く
。

）、
デ

ザ
イ

ン

分
野

（
W

E
B

デ
ザ

イ
ン

系
の

コ
ー

ス
に

限
る

）
等

。

用
語

の
定

義
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コ
ー

ス
数

定
員

受
講

者
数

応
募

倍
率

定
員

充
足

率
就

職
率

コ
ー

ス
数

定
員

受
講

者
数

応
募

倍
率

定
員

充
足

率
就

職
率

ＩＴ
分

野
0

0
0

-
-

-
1

1
5

1
5

1
2
0
.0

%
1
0
0
.0

%
-

営
業

・
販

売
・
事

務
分

野
8
2

1
,1

5
8

9
9
4

1
0
6
.4

%
8
5
.8

%
7
4
.4

%
1
8

2
6
5

1
4
7

6
3
.0

%
5
5
.5

%
6
7
.5

%

医
療

事
務

分
野

5
6
2

5
9

1
2
2
.6

%
9
5
.2

%
7
5
.9

%
7

1
0
0

6
7

7
3
.0

%
6
7
.0

%
7
7
.3

%

介
護

・
医

療
・
福

祉
分

野
1
8

1
1
6

9
8

9
7
.4

%
8
4
.5

%
8
7
.2

%
0

0
0

-
-

-

農
業

分
野

0
0

0
-

-
-

4
6
0

2
1

4
8
.3

%
3
5
.0

%
9
3
.3

%

旅
行

・
観

光
分

野
0

0
0

-
-

-
0

0
0

-
-

-

デ
ザ

イ
ン

分
野

3
5
1

5
7

2
1
1
.8

%
1
1
1
.8

%
7
8
.9

%
1
0

1
5
0

1
3
6

1
3
0
.7

%
9
0
.7

%
6
0
.4

%

製
造

分
野

0
0

0
-

-
-

0
0

0
-

-
-

建
設

関
連

分
野

3
4
2

3
5

9
7
.6

%
8
3
.3

%
8
4
.8

%
1
0

8
0

6
6

1
2
1
.3

%
8
2
.5

%
3
9
.0

%

理
容

・
美

容
関

連
分

野
0

0
0

-
-

-
0

0
0

-
-

-

そ
の

他
分

野
4

1
0

7
9
0
.0

%
7
0
.0

%
1
0
0
.0

%
0

0
0

-
-

-

求 職 者 支 援 訓 練

（ 基 礎 コ ー ス ）

基
礎

-
-

-
-

-
-

1
4

2
2
3

1
3
1

7
1
.3

%
5
8
.7

%
6
0
.0

%

合
計

1
1
5

1
,4

3
9

1
,2

5
0

1
0
9
.7

%
8
6
.9

%
7
6
.3

%
6
4

8
9
3

5
8
3

8
2
.8

%
6
5
.3

%

（
参

考
）

デ
ジ

タ
ル

分
野

3
5
9

5
9

1
8
6
.4

%
1
0
0
.0

%
7
8
.9

%
1
1

1
6
5

1
5
1

1
2
9
.7

%
9
1
.5

%
6
0
.4

%

２
　
離
職
者
向
け
の
公
的
職
業
訓
練
の
制
度
別
、
分
野
別
訓
練
の
実
施
状
況

公
共

職
業

訓
練

（
都

道
府

県
：
委

託
訓

練
）

求
職

者
支

援
訓

練

分
 野

公 共 職 業 訓 練 （ 離 職 者 向 け ）

   ＋ 求 職 者 支 援 訓 練 （ 実 践 コ ー ス ）

※
応
募
倍
率
お
よ
び
就
職
率
に
つ
い
て
、
一
番
高
い
も
の
を
赤
色
、
一
番
低
い
も
の
を
青
色
に
着
色
し
て
表
示
し
て
い
る
。
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分
 野

コ
ー

ス
数

定
員

受
講

者
数

応
募

倍
率

定
員

充
足

率
就

職
率

コ
ー

ス
数

定
員

受
講

者
数

応
募

倍
率

定
員

充
足

率
就

職
率

ＩＴ
分

野
0

0
0

-
-

-
0

0
0

-
-

-

営
業

・
販

売
・
事

務
分

野
0

0
0

-
-

-
0

0
0

-
-

-

医
療

事
務

分
野

0
0

0
-

-
-

0
0

0
-

-
-

介
護

・
医

療
・
福

祉
分

野
0

0
0

-
-

-
0

0
0

-
-

-

農
業

分
野

0
0

0
-

-
-

0
0

0
-

-
-

旅
行

・
観

光
分

野
0

0
0

-
-

-
0

0
0

-
-

-

デ
ザ

イ
ン

分
野

0
0

0
-

-
-

0
0

0
-

-
-

製
造

分
野

0
0

0
-

-
-

4
5

4
9
4

3
3
5

7
4
.3

%
6
7
.8

%
8
6
.9

%

建
設

関
連

分
野

0
0

0
-

-
-

1
9

2
3
6

1
7
7

8
5
.6

%
7
5
.0

%
8
9
.0

%

理
容

・
美

容
関

連
分

野
0

0
0

-
-

-
0

0
0

-
-

-

そ
の

他
分

野
0

0
0

-
-

-
6

5
4

3
3

7
4
.1

%
6
1
.1

%
-

合
計

0
0

0
-

-
-

7
0

7
8
4

5
4
5

7
7
.7

%
6
9
.5

%
8
7
.7

%

（
参

考
）

デ
ジ

タ
ル

分
野

0
0

0
-

-
-

0
0

0
-

-
-

公
共

職
業

訓
練

（
都

道
府

県
：
施

設
内

訓
練

）
公

共
職

業
訓

練
（
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

）
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【IT分野】

職業分類 主な職業・職種
①

新規求職
申込件数

②
新　規
求人数

③
新　　規
求人倍率

④
月間有効
求職者数

⑤
月間有効
求人数

⑥
有　　効
求人倍率

⑦
就職
件数

⑧
紹介
件数

情報ストラテジスト

システムコンサルタント

システムアーキテクト

システムアナリスト

プロジェクトマネージャー 情報処理プロジェクトマネージャ 6 16 2.67 32 58 1.81 1 4

WEB系ソフトウェア開発技術者

ソフトウェアプログラマー

サーバー管理者

システム管理者

社内システムエンジニア

情報セキュリティ技術者

データベース管理者

通信ネットワーク技術者 ネットワーク技術者 21 52 2.48 83 142 1.71 6 18

その他の情報処理技術者等 上記以外の情報処理等従事者 37 27 0.73 174 63 0.36 7 30

472 1,002 2.12 2,450 2,935 1.20 80 542

【デザイン分野】

職業分類 主な職業・職種
①

新規求職
申込件数

②
新　規
求人数

③
新　　規
求人倍率

④
月間有効
求職者数

⑤
月間有効
求人数

⑥
有　　効
求人倍率

⑦
就職
件数

⑧
紹介
件数

グラフィックデザイナー

WEBクリエーター

WEBデザイナー

職業分類 主な職業・職種
①

新規求職
申込件数

②
新　規
求人数

③
新　　規
求人倍率

④
月間有効
求職者数

⑤
月間有効
求人数

⑥
有　　効
求人倍率

⑦
就職
件数

⑧
紹介
件数

施設介護員 施設介護員 2,072 9,858 4.76 8,078 28,816 3.57 1,072 2,126

訪問介護職 訪問介護員 136 2,071 15.23 508 6,168 12.14 143 286

看護助手 看護助手 259 893 3.45 1,017 2,613 2.57 162 383

保育士 保育士 732 2,418 3.30 2,634 6,545 2.48 315 529

看護師・准看護師 看護師・准看護師 2,038 6,100 2.99 8,048 17,817 2.21 788 1,567

5,237 21,340 4.07 20,285 61,959 3.05 2,480 4,891

①
新規求職
申込件数

②
新　規
求人数

③
新　　規
求人倍率

④
月間有効
求職者数

⑤
月間有効
求人数

⑥
有　　効
求人倍率

⑦
就職
件数

⑧
紹介
件数

79,120 171,111 2.16 339,083 481,355 1.42 26,630 79,629

全 職 種

0.38 34 264

【介護・医療・福祉分野】

合　計

2,434 926デザイナー 421 318 0.76

システム運用管理者 65 179 2.75 1.63 22 124523

合　計

320

840 1.51 13 75

ソフトウェア開発技術者 222 423 1.91 1,155 1,242 1.08 30 286

システム設計技術者 96 282 2.94 555

67 0.51 1

職業別求人・求職・就職状況（ﾌﾙﾀｲﾑ・ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ計）

（令和４年分）

5システムコンサルタント 25 23 0.92 131
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【営業・販売・事務分野】

職業分類 主な職業・職種
①

新規求職
申込件数

②
新　規
求人数

③
新　　規
求人倍率

④
月間有効
求職者数

⑤
月間有効
求人数

⑥
有　　効
求人倍率

⑦
就職
件数

⑧
紹介
件数

総務事務員

人事事務員

企画・調査事務員

受付・案内事務員

電話応接事務員

総合事務員

医療・介護事務員

現金出納事務員

銀行等窓口事務員

経理事務員

生産現場事務員

出荷・受荷係事務員

営業・販売関連事務の職業 営業・販売事務員 430 1,258 2.93 1,849 3,492 1.89 283 1,485

パソナルコンピュータ操作員

データ入力係員

コンピュータ操作員

小売店主・店長

卸売店主・店長

小売店販売員

卸売・商品実演販売員

商品訪問・移動販売員

再生資源回収・卸売人

商品仕入営業員

不動産仲介・売買人

保険代理人・保険仲立人

飲食料品販売営業員

化学品販売営業員

医薬品営業員

機械器具販売営業員

通信・情報システム営業員

金融・保険営業員

不動産営業員

21,692 32,176 1.48 95,697 85,580 0.89 7,667 30,277

①
新規求職
申込件数

②
新　規
求人数

③
新　　規
求人倍率

④
月間有効
求職者数

⑤
月間有効
求人数

⑥
有　　効
求人倍率

⑦
就職
件数

⑧
紹介
件数

1,217 1,869 1.54 4,788 4,739 0.99 591 2,145

0.49 5,121

職業別求人・求職・就職状況（ﾌﾙﾀｲﾑ・ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ計）

（令和４年分）

20,258

会計事務の職業 759 1,518 2.00 3,121 4,310 1.38 393 1,918

一般事務の職業 15,395 13,921 0.90 67,558 33,146

生産関連事務の職業 442 1,651 3.74 2,105

事務用機器操作の職業 201 574 2.86 1,211

13,782

4,547 2.16 347 1,335

1,508 1.25 156 397

24,840 1.80 953 2,786商品販売の職業 3,070 8,650 2.82

販売類似の職業 82 206 2.51

2,016

合　計

上記「一般事務の職業」のうち
医療・介護事務員

82

営業の職業 1,313 4,398 3.35 5,742 13,145 2.29 393

592 1.80 21329
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労働局計

(福島)
構成比

労働局計

(福島)
構成比

希望する訓練コースが決まっている 501人 50.7% 専門・技術的職業 126人 15.1%

希望する訓練コースが決まっていない

が、訓練を受講したい
167人 16.9% 医療・看護の職業 28人 3.3%

訓練の受講は、これからの相談を踏ま

えて考える
273人 27.6% 保育・教育の職業 10人 1.2%

訓練中の生活保障（雇用保険、職業訓

練受講給付金）がなければ、訓練は希

望しない

47人 4.8% 事務の職業 354人 42.3%

パソコン基礎 465人 33.1% 営業の職業 20人 2.4%

ＩＴ 131人 9.3% 販売の職業 29人 3.5%

営業・販売・事務 151人 10.8% 福祉・介護の職業 66人 7.9%

医療事務 127人 9.0% 接客・給仕の職業 23人 2.7%

介護福祉 72人 5.1% 警備・保安の職業 4人 0.5%

デザイン 154人 11.0% 清掃の職業 0人 0.0%

理容・美容 16人 1.1% 製造（工場内作業等）・修理の職業 72人 8.6%

建設系 102人 7.3% 運転の職業（配送・輸送） 7人 0.8%

製造系 69人 4.9% 建設・土木・電気工事の職業 54人 6.5%

電気・設備系 82人 5.8% その他 44人 5.3%

その他 35人 2.5% ある 353人 52.3%

1ヶ月以内 243人 28.6% ない 322人 47.7%

2ヶ月以内 299人 35.1%
HWの受付、窓口、説明会などでの案

内
514人 46.8%

3ヶ月以内 221人 26.0%
HW内のリーフレット、ポスター、モ

ニターなど
222人 20.2%

6ヶ月以内 76人 8.9% 厚生労働省、労働局、HWのHP 118人 10.7%

6ヶ月以上先 12人 1.4% その他HP 17人 1.5%

1ヶ月未満 13人 1.5% インターネット広告 28人 2.6%

1ヶ月 32人 3.8% SNS 14人 1.3%

2ヶ月 85人 10.1% その他広告 3人 0.3%

3ヶ月 315人 37.4% 訓練実施機関の広報 10人 0.9%

3ヶ月から6ヶ月 316人 37.5% 地方公共団体での案内 2人 0.2%

6ヶ月から1年 68人 8.1% 社会福祉協議会での案内 8人 0.7%

1年以上 14人 1.7% 自立支援相談機関での案内 3人 0.3%

農林漁業 12人 1.6% 福祉事務所での案内 4人 0.4%

建設業 90人 11.8% その他団体での案内 2人 0.2%

製造業 124人 16.2% 友人・知人に勧められた 133人 12.1%

情報通信業 121人 15.8% その他 20人 1.8%

運輸業 14人 1.8%

卸売・小売業 59人 7.7%

宿泊業 3人 0.4%

飲食サービス業 27人 3.5%

金融業・保険業 16人 2.1%

不動産業 23人 3.0%

医療業 81人 10.6%

社会福祉・介護事業 92人 12.0%

その他 103人 13.5%

訓練相談にかかるエントリーシートの集計表（福島労働局）（令和４年９月～令和５年１月の合計）

①訓練コースの希望

⑥訓練終了後の就職希望職種

（第１希望：予定）

②希望する訓練の分野

⑦今後取得したいと思う免許・資

格はありますか

③希望する求職申込から

訓練コースの開始時期

⑧訓練を何で知りましたか
④希望する訓練コースの

期間

⑤訓練終了後の就職希望業種

（第１希望：予定）

※各設問で最も高い割合のものを赤色に着色して表示している。
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年

度
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職
者

等
再
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訓
練

事
業
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実
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状

況
集

計
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4
年
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月
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就
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者
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就
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者
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2
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1
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9
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6
1
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1
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1

　
　

②
母
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庭
の
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等
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コ

ー
ス

*
1
0

*
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0

9
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0

1
.0

0
1
0

1
0
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%
1
0

3
1

4
2

*
1
2

*
1
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6
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1

1
7
6
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1
1
)

1
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(1

6
0
)

9
0
.9

%
1
5
4

1
4

1
0

1
4
6

1
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2

*
1
3

*
1
8
8

*
1

*
1
0

*
7

*
1
1
9

5
9
2

7
3

0
.7

9
5
6

6
0
.9

%
5
6

4
3
4

2
1

*
1

*
5

*
1
3

5
3

1
1

4
3

4
8

1
.1

2
3
6

8
3
.7

%
3
6

3

⑫
R

3
年

度
開

始
3
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3

8
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)
1
.1

3
(8

)
1
0
0
.0

%
8

1

⑬
R

4
年

度
開

始
4
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0

3
1
5
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0
.6

0
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3
.3

%
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1

⑭
R

3
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度
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始
3

1
0

3
1
0
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)

1
.2

0
(1

0
)

1
0
0
.0

%
1
0

⑮
R

4
年

度
開

始
3

1
5

2
1
0

1
8

1
.8

0
1
0

1
0
0
.0

%
1
0

1

う
ち

就
職

者
 a

う
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就
職

者
 c

*
1
0
8

*
1
,5

0
7

9
3

1
,2

5
7

1
,3

3
9

1
.0

7
1
,0

9
5

8
7
.1

%
1
,0

9
5

9
2

3
4

6
4
8

2
0
4

*
1
2
6

*
1
,7

1
1

1
1
0

1
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5
1

(1
,5

7
1
)

1
.0
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,2
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3
)

8
7
.7

%
1
,2
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7

1
0
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4
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9
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1
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付
訓

練
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児
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児
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た
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数

2
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ー
ス
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児

サ
ー
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ス

定
員
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画

時
の

児
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)

3
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名

　
う

ち
託

児
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

数
(及

び
児

童
数

)
2
名

◇
障

が
い

者
委

託
訓

練
事

業

う
ち

就
職

者
 a

う
ち

就
職

者
 c

3
2

1
9

2
2

2
2

1
.0

0
2
2

1
0
0
.0

%
2
2

5
1
2

3
2
5
.0

%

3
8

2
6

2
6

2
6

1
.0

0
2
6

1
0
0
.0

%
2
6

6
1
2

9
7
5
.0

%

4 3
1

5
2

0
.4

0
1

2
0
.0

%
1

1

7
7

4
6

5
3

5
0

0
.9

4
4
9

9
2
.5

%
4
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1
1

2
5

1
2

4
8
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%

次
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度
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の
繰

越
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退
者

修
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⑪
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護

師
養

成
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応
募

倍
率
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者
充

足
率

受
講

者

応
募

倍
率

今
年

度
実

施
数

(①
+②

+④
+
⑤

+⑥
+⑧

+
⑬

+⑮
）

繰
越

含
む

実
施

数
(①

+②
+③

+
④

+⑤
+⑥

+
⑧

+⑨
)

＊
計

画
コ

ー
ス

入
校

者
充

足
率

＊
計

画
定

員
受

講
者

（
前

年
度

か
ら

の
繰

越
者

含
む

）

実
践

能
力

習
得

合
計

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス

⑩
介

護
福

祉
士

養
成

科

特
別

支
援

学
校

早
期

訓
練

コ
ー

ス

知
識

技
能

習
得

訓
練

コ
ー

ス

事
業

合
計

①
知

識
等

習
得
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年
度
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⑥
委
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訓

練
活
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本
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デ

ュ
ア
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)

⑨
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期
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度
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材
育

成
コ

ー
ス

⑩
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⑪

⑧
大

型
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車

運
転
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育
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コ

ー
ス

⑤
建

設
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材
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コ

ー
ス

④
知

識
等

習
得
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数
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度
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R
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度
開

始
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③
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識
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得
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＊
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＊
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＊
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催
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械
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築
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状
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１
　

認
定

状
況

（
令

和
4
年

度
第

1
四

半
期

か
ら

第
4
四

半
期

（
R

4
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～
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5
.3

）
開

講
コ

ー
ス

ま
で

）
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（
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）
コ

ー
ス
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定

員
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)
コ

ー
ス
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定

員
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)
コ

ー
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定

員
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コ

ー
ス

数
定

員
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)

4
7
9

1
4

2
1
2

1
4

2
1
2
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業

・
販

売
・
事

務
分

野
2
1

3
0
3

2
1

3
0
3

7
1
9
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0

5
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8

4
0

5
9
8
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業

分
野

4
6
0

4
6
0

介
護

分
野

1
5
0

1
1
5

1
1
5

デ
ザ

イ
ン

分
野

0
0

0
0

医
療

事
務

分
野
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0

6
9
5

6
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5

そ
の

他
の

分
野

（
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ー
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分
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造
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4
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1
2
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2
5

2
5

3
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の
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3
4
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6
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3
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1
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1
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）
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況

（
令
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年

度
）
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）
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計
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受

講
者

数
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2
8
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1
2
8

9
1

3
7

1
0
0
.0

%

実
施

し
た

回
数

事
前

連
絡

あ
り

事
前

連
絡

な
し

実
　

　
施

　
　

率

基
　

礎
　

コ
　

ー
　

ス

実
　

践
　

コ
　

ー
　

ス

実
施

状
況

確
認

の
実

施
状

況
　

（
令

和
4
年

度
1
2
月

末
現

在
）

名
　

　
　

称

実
施

対
象

回
数

サ
ポ

ー
ト

講
習

（
令

和
4
年

9
月

6
日

(火
)実

施
済

）

合
　

　
　

　
計

令
和

４
年

度
　

求
職

者
支

援
訓

練
実

施
状

況

R
4
.1

2
.3

1
現

在

コ
 ー

 ス
 区

 分
申

請
認

定
そ

　
の

　
他

　
分

　
野

　
内

　
訳

申
請

認
定
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令
和

4
年

度
在

職
者

訓
練

実
績

総
括

表
令

和
4
年

1
2
月

末
現

在

令
和

4
年

度
在

職
者

訓
練

満
足

度
総

括
表

　
在

職
者

訓
練

計
画

施
設

名
訓

練
種

類
目

標
値

計
画

実
績

コ
ー

ス
数

定
員

コ
ー

ス
数

受
講

者
数

3
0
　

コ
ー

ス
3
8
0
 人

2
7
　

コ
ー

ス
1
5
2
 人

達
成

率
(受

講
者

数
/
目

標
値

）

福
島

設
計

・
開

発
6
0
　

コ
ー

ス
6
4
5
 人

4
3
　

コ
ー

ス
3
0
7
 人

加
工

・
組

立

検
査

・
測

定
6
　

コ
ー

ス
8
0
 人

5
　

コ
ー

ス
4
5
 人

工
事

・
施

工
2
1
　

コ
ー

ス
2
2
0
 人

1
7
　

コ
ー

ス
8
0
 人

教
育

・
安

全
8
　

コ
ー

ス
1
0
5
 人

7
　

コ
ー

ス
6
2
 人

保
全

・
管

理
2
4
　

コ
ー

ス
2
8
0
 人

2
0
　

コ
ー

ス
1
5
5
 人

2
0
　

コ
ー

ス
1
5
0
 人

1
4
　

コ
ー

ス
5
9
 人

9
6
.5

%

い
わ

き

設
計

・
開

発
2
4
　

コ
ー

ス
2
2
3
 人

1
6
　

コ
ー

ス
5
9
 人

加
工

・
組

立

計
8
3
0
 人

1
4
9
　

コ
ー

ス
1
7
1
0
 人

1
1
9
　

コ
ー

ス
8
0
1
 人

検
査

・
測

定
1
　

コ
ー

ス
1
0
 人

1
　

コ
ー

ス
5
 人

工
事

・
施

工
6
　

コ
ー

ス
6
0
 人

5
　

コ
ー

ス
1
6
 人

教
育

・
安

全
0
　

コ
ー

ス
0
 人

0
　

コ
ー

ス
0
 人

保
全

・
管

理
1
3
　

コ
ー

ス
1
4
0
 人

1
1
　

コ
ー

ス
7
2
 人

1
1
　

コ
ー

ス
8
3
 人

9
　

コ
ー

ス
3
0
 人

8
7
.9

%

会
津

設
計

・
開

発
8
　

コ
ー

ス
8
0
 人

6
　

コ
ー

ス
2
3
 人

加
工

・
組

立

計
2
4
0
 人

6
4
　

コ
ー

ス
5
8
3
 人

4
7
　

コ
ー

ス
2
1
1
 人

検
査

・
測

定
2
　

コ
ー

ス
2
0
 人

2
　

コ
ー

ス
1
0
 人

工
事

・
施

工
1
2
　

コ
ー

ス
1
1
6
 人

7
　

コ
ー

ス
3
8
 人

教
育

・
安

全
4
　

コ
ー

ス
4
6
 人

4
　

コ
ー

ス
4
0
 人

保
全

・
管

理
9
　

コ
ー

ス
1
6
0
 人

9
　

コ
ー

ス
6
0
 人

1
5
4
.6

%
合

計
1
2
0
0
 人

2
5
9
　

コ
ー

ス
2
7
9
8
 人

2
0
3
　

コ
ー

ス
1
2
1
3
 人

1
0
1
.1

%
計

1
3
0
 人

4
6
　

コ
ー

ス
5
0
5
 人

3
7
　

コ
ー

ス
2
0
1
 人

施
設

名
期

間
受

講
者

事
業

主

有
効

回
答

数
役

に
立

っ
た

旨
の

回
答

者
数

役
に

立
っ

た
旨

の
回

答
者

の
割

合
有

効
回

答
数

生
産

性
向

上
等

に
つ

な
が

っ
た

旨
の

回
答

者
数

生
産

性
向

上
等

に
つ

な
が

っ
た

旨
の

回
答

者
の

割
合

73
9
4
.8

%
第

２
四

半
期

15
7

1
57

1
0
0
.0

%
第

１
四

半
期

33
9

3
39

1
0
0
.0

%
77

第
４

四
半

期
第

３
四

半
期

29
2
9

1
0
0
.0

%
10

1
0

1
0
0
.0

%

9
4
.8

%

い
わ

き

第
１

四
半

期
55

5
5

1
0
0
.0

%
24

2
4

1
0
0
.0

%
第

２
四

半
期

計
4
9
6

4
9
6

1
0
0
.0

%
7
7

7
3

福
島

第
４

四
半

期
第

３
四

半
期

11
7

1
17

1
0
0
.0

%

61
6
1

1
0
0
.0

%
16

1
5

9
3
.8

%

1
0
0
.0

%

会
津

第
１

四
半

期
63

6
3

1
0
0
.0

%
20

1
9

9
5
.0

%
第

２
四

半
期

計
2
0
1

2
0
1

1
0
0
.0

%
3
4

3
4

第
４

四
半

期
第

３
四

半
期

69
6
7

9
7
.1

%

9
4
.4

%
合

計
8
9
0

8
8
8

9
9
.8

%
1
4
7

1
4
1

9
5
.9

%
計

1
9
3

1
9
1

9
9
.0

%
3
6

3
4
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令
和

５
年

度
福

島
県

地
域

職
業

訓
練

実
施

計
画

の
策

定
に

当
た

っ
て

の
方

針

  
  
 令

和
５

年
度

福
島

県
地

域
職

業
訓

練
実

施
計

画
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

概
要

に
基

づ
き

策
定

を
進

め
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
   
(1

) 
 計

画
期

間
  

  
  
  

 令
和

５
年

４
月

１
日

～
令

和
６

年
３

月
3
1
日

  
(2

) 
 訓

練
規

模
（
定

員
）

　
  
  

  
  
「
 ３

　
令

和
５

年
度

福
島

県
地

域
職

業
訓

練
計

画
素

案
」
の

と
お

り
。

  
  
  
  

 た
だ

し
、

概
算

要
求

の
暫

定
数

（
目

安
数

）
を

基
に

し
て

い
る

た
め

、
令

和
５

年
２

月
を

目
処

に
策

定
す

る
福

島
県

地
域

職
業

訓
練

実
施

計
画

（
案

）
の

内
容

が
変

動
す

る
こ

と
が

  
  
 あ

り
得

ま
す

。

  
(3

) 
 計

画
の

概
要

（
構

成
、

内
容

等
）

  
  
  
  

 令
和

３
年

度
以

降
の

職
業

訓
練

実
施

状
況

及
び

地
域

の
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

、
訓

練
分

野
ご

と
の

コ
ー

ス
数

や
定

員
数

等
を

定
め

る
こ

と
と

し
ま

す
。

１
　

基
本

方
針

２
　

訓
練

計
画

策
定

概
要

　
　

令
和

４
年

度
第

１
回

中
央

職
業

能
力

開
発

促
進

協
議

会
（
令

和
４

年
９

月
3
0
日

開
催

）
で

示
さ

れ
た

「
令

和
５

年
度

全
国

職
業

訓
練

実
施

計
画

の
策

定
に

向
け

た
方

針
」
を

踏
ま

え
る

　
と

と
も

に
、

福
島

県
内

に
お

け
る

公
的

職
業

訓
練

の
実

施
状

況
及

び
地

域
ニ

ー
ズ

を
検

証
・
分

析
し

、
地

域
職

業
訓

練
実

施
計

画
を

策
定

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。

  
(1

) 
 公

的
職

業
訓

練
に

係
る

令
和

５
年

度
予

算
（
厚

生
労

働
省

概
算

要
求

ベ
ー

ス
）
　

総
額

約
1
，

1
6
2
億

円
（
令

和
4
年

度
　

約
1
，

1
4
0
億

円
）

　
  
　

  
概

算
要

求
額

及
び

訓
練

規
模

は
、

令
和

４
年

度
比

で
微

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

　
　

  
ま

た
、

「
デ

ジ
タ

ル
田

園
都

市
国

家
構

想
基

本
方

針
」
（
令

和
４

年
６

月
閣

議
決

定
）
に

基
づ

き
デ

ジ
タ

ル
推

進
人

材
を

育
成

す
る

た
め

、
デ

ジ
タ

ル
分

野
の

訓
練

実
施

機
関

に
対

  
  
 す

る
委

託
費

等
の

上
乗

せ
や

オ
ン

ラ
イ

ン
訓

練
受

講
者

へ
の

パ
ソ

コ
ン

や
通

信
機

器
の

貸
与

を
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
　

　
  
  

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
、

令
和

５
年

度
地

域
職

業
訓

練
実

施
計

画
を

策
定

し
ま

す
。

  
(2

) 
 職

業
訓

練
実

施
状

況
の

分
析

　
　

  
  

福
島

県
内

に
お

い
て

、
令

和
３

年
度

及
び

令
和

４
年

度
に

実
施

さ
れ

た
職

業
訓

練
の

実
施

状
況

（
応

募
倍

率
・
定

員
充

足
率

・
就

職
率

等
）
の

分
析

を
行

い
、

そ
の

訓
練

の
効

果
  

  
 検

証
を

踏
ま

え
、

令
和

５
年

度
の

地
域

職
業

訓
練

実
施

計
画

の
策

定
に

活
か

す
こ

と
と

し
ま

す
。

  
(3

)　
地

域
に

お
け

る
ニ

ー
ズ

の
検

証
　

  
　

　
福

島
県

内
の

求
職

者
及

び
求

人
者

の
ニ

ー
ズ

を
検

証
・
分

析
す

る
と

と
も

に
産

業
界

の
求

め
る

人
材

に
関

す
る

情
報

等
を

踏
ま

え
、

令
和

５
年

度
地

域
職

業
訓

練
実

施
計

画
に

　
　

 反
映

さ
せ

て
い

く
こ

と
と

し
ま

す
。

  
(4

) 
 公

的
職

業
訓

練
の

デ
ジ

タ
ル

分
野

の
重

点
化

（
デ

ジ
タ

ル
推

進
人

材
の

育
成

）
  

  
  
  

 政
府

方
針

及
び

福
島

県
内

に
お

け
る

デ
ジ

タ
ル

推
進

人
材

の
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

、
訓

練
コ

ー
ス

の
設

定
に

反
映

し
、

効
果

的
な

訓
練

を
実

現
し

て
い

き
ま

す
。

　
　

　
  
ま

た
、

職
業

訓
練

実
施

機
関

の
確

保
及

び
オ

ン
ラ

イ
ン

訓
練

の
導

入
を

目
指

し
、

デ
ジ

タ
ル

人
材

の
育

成
を

図
り

ま
す

。

- 21 -



対
象

者
令

和
４

年
度

福
島

県
地

域
職

業
訓

練
実

施
計

画
令

和
５

年
度

福
島

県
地

域
職

業
訓

練
実

施
計

画
素

案

離
職

者
訓

練
・
委

託
訓

練
：
1
,5

0
7
人

（
う

ち
長

期
高

度
人

材
育

成
コ

ー
ス

35
人

）
・
施

設
内

訓
練

：
7
8
4
人

・
就

職
目

標
率

：
委

託
訓

練
7
5
％

、
施

設
内

訓
練

8
0
％

・
委

託
訓

練
：
1
,5

0
0人

（
う

ち
長

期
高

度
人

材
育

成
コ

ー
ス

3
1
人

、
　

　
　

　
　

　
　

  
  
  
  

  
  
  

 デ
ジ

タ
ル

分
野

1
2
6
人

）
・
施

設
内

訓
練

：
7
6
0
人

・
就

職
率

目
標

：
委

託
訓

練
7
5
％

、
施

設
内

訓
練

8
2
.5

％

 求
職

者
支

援
訓

練
・
訓

練
認

定
規

模
1
,1

9
8
人

を
上

限
と

す
る

（
う

ち
デ

ジ
タ

ル
分

野
1
4
4
人

）
・
雇

用
保

険
適

用
就

職
率

目
標

：
基

礎
コ

ー
ス

5
8
％

、
実

践
コ

ー
ス

63
％

・
訓

練
認

定
規

模
1
,1

9
8
人

を
上

限
と

す
る

（
う

ち
デ

ジ
タ

ル
分

野
1
6
0
人

）
・
雇

用
保

険
適

用
就

職
率

目
標

：
基

礎
コ

ー
ス

5
8
％

、
実

践
コ

ー
ス

63
％

在
職

者
訓

練
 

・
在

職
者

訓
練

：
2
,8

1
5
人

  
  
  
  

 内
訳

　
　

福
島

県
：
1
,1

0
7
人

　
　

　
　

　
　

　
　

  
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

福
島

支
部

：
1
,7

0
8
人

・
在

職
者

訓
練

：
2
,8

8
1人

  
  
  
  

 内
訳

　
福

島
県

：1
,1

3
1人

　
　

　
　

　
　

　
　

高
齢

・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

福
島

支
部

：1
,7

5
0

人

学
卒

者
訓

練

・
学

卒
者

訓
練

：
2
1
0
人

　
　

　
 内

訳
　

　
 テ

ク
ノ

ア
カ

デ
ミ

ー
郡

山
：
7
0
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
テ

ク
ノ

ア
カ

デ
ミ

ー
浜

　
 ：

7
0
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
テ

ク
ノ

ア
カ

デ
ミ

ー
会

津
：
7
0
人

・
学

卒
者

訓
練

：
2
1
0
人

　
　

　
 内

訳
　

　
 テ

ク
ノ

ア
カ

デ
ミ

ー
郡

山
：
7
0
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
テ

ク
ノ

ア
カ

デ
ミ

ー
浜

　
 ：

7
0
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
テ

ク
ノ

ア
カ

デ
ミ

ー
会

津
：
7
0
人

 障
害

者
訓

練
　

・
障

害
者

訓
練

：
7
7
人

・
障

害
者

訓
練

：
7
7
人

３
　

令
和

５
年

度
福

島
県

地
域

職
業

訓
練

実
施

計
画

素
案
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令
和

５
年

度
福

島
県

内
の

公
的

職
業

訓
練

（
ﾊ

ﾛ
ｰ

ﾄﾚ
ｰ

ﾆ
ﾝ
ｸ
ﾞ）

定
員

国
福

島
労

働
局

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

独
立

行
政
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１ 総説 

（１）計画のねらい 

この計画は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）に基づく公共職業訓練及び

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成 23年法律第47号)に

基づく求職者支援訓練に係る総合的な訓練計画であり、関係機関（福島県、福島労働局、

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福島支部（以下「機構福島支部」という。））

の連携等により公的職業訓練全体として適切な役割分担や情報の共有化を図り効果的な実

施を目指すものである。 

  

（２）計画期間 

計画期間は、令和５年４月１日から令和６年３月31日までとする。 

 

（３）計画の改定 

この計画は、職業訓練の実施状況等を踏まえ、改定する。 

 

２ 労働市場の動向と人材ニーズの把握・課題等 

（１）労働市場の動向と人材ニーズの把握・課題 

○ 令和４年度における雇用失業情勢 

福島県の労働市場の動向は、月間有効求人数（原数値）が令和２年から令和３年にかけ

て、新型コロナウイルス感染症の拡大による景気減退の影響から３万人台に減少したもの

の、令和３年４月以降は、経済社会活動が徐々に活発化するとともに、長期的に続く人手

不足の状況を背景に持ち直しの動きに転じ、緩やかな回復基調が続いている。 

一方、月間有効求職者数（原数値）は、令和２年以降、新型コロナウイルスの感染状況

により経済社会活動の抑制が繰り返される中、求職者数の大幅な増加はみられず２万人台

後半から３万人をわずかに上回るほぼ横ばい圏内が続いていたが、令和４年後半から、在

職者や事業主都合離職者を中心に再び減少傾向となっている。 

このような求人・求職の動きから、県内の令和４年平均の有効求人倍率（原数値）は1.42

倍で、前年に比べ 0.14 ポイント上昇し、３年連続で全国平均を上回った。有効求人倍率

は令和２年以降、新型コロナウイルス感染症の影響により低下傾向に転じていたが、新型

コロナウイルス感染症対策と経済社会活動の両立が図られ、人材需要が回復し、1.4 倍を

超える水準となった。 

また、福島県の「福島県現住人口調査」による本県の人口は、平成 10年１月の213 万

８千人をピークに減少し始め、令和５年１月１日現在（推計人口）では178万人となって

いる。特に、東日本大震災及び原発事故の影響により、年少人口、生産年齢人口が大きく

減少している一方、急激な少子高齢化の進展により、老年人口は増加している。生産年齢

人口の急激な減少に対応し、活力ある社会を維持していくためには、県内外から産業の担

い手を確保するとともに、労働者一人ひとりの職業能力の向上を図ることが求められてい

る。 

このような環境変化の中にあって、地域のニーズに合った人材の育成を推進するために

は、求人者及び求職者のニーズ把握に努め、離職者の早期再就職の実現に資する公的職業

訓練や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の生産性の向上等、多様な職業能力

開発の機会を確保・提供することが重要となっている。 

特に、介護・医療・福祉分野における訓練受講生の確保や、デジタル人材の需要が全国

的に高まっていることを踏まえ、ＩＴ分野・デザイン分野における就職支援の促進等を進

めるとともに、福島県においても、職業訓練のデジタル分野の強化に計画的に取り組む必

要がある。 

 

（２） 令和４年度における公的職業訓練の実施状況 

ア 公共職業訓練について（令和４年12月末現在） 

(ｱ) 離職者訓練の状況について 

【福島県】 

離職者等求職者の早期就職を支援するため、公共職業安定所長から受講あっせんを
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受けた者に対し、介護分野など多様な職業訓練を民間教育訓練機関等に委託して実施

している。前年同期に対して、実施訓練の定員に対する充足率は1.9ポイント増加し、

就職率も7.1ポイント増加している。 

①   受講者数  1,267人（前年度繰越者含む） 

②   就職率     81.0％ 

 

【機構福島支部】 

県内の雇用情勢と訓練ニーズを踏まえ、離職者が再就職に必要な技能及び知識を習 

得するために必要な通常６か月間の訓練コースに加え、就業経験が乏しい若年者を対

象とした訓練に必要な基礎的能力の付与を目的とした「橋渡し訓練」と通常６か月間

の訓練コースを組み合わせた７か月間訓練コース、同じく「橋渡し訓練」と訓練で得

た技能を実践的なものとするための企業実習を含む「日本版デュアルシステム（短期

課程活用型）」を組み合わせた７か月間訓練コースを実施している。 

①   受講者数  615人  （前年度繰越者含む） 

②   就職率     84.3％  

 

(ｲ) 在職者訓練の状況について 

【福島県】 

地域企業の事業の高度化及び多角化等のニーズに対応するため、職業能力短期大学

校及び職業能力開発校において、企業在職者等を対象とした短期間の技能向上訓練を

実施している。 

○ 受講者数 746人  （短期等582人、専門短期等164人） 

【機構福島支部】 

県内企業の在職者の職業能力向上を図るため、各施設から概ね半径 40km 圏内を中 

心とした地域ニーズに基づき、真に高度な訓練を実施している。 

○ 受講者数 1,213人 

 

(ｳ) 学卒者訓練の状況について 

【福島県】 

令和４年度の入学者数は、令和３年度より専門課程で１割程度、普通課程で0.5割

程度の減少であった。 

令和４年度の求人数は、前年同月と比べて専門課程で１割程度の減少、普通課程で

１割程度の増加である。  

①   訓練生数  274人（１年生137人、２年生137人） 

②   就職内定率 88.9％ 

 

(ｴ) 障がい者訓練の状況について 

【福島県】 

企業、社会福祉法人、ＮＰＯ、民間教育訓練機関等地域の多様な委託先を活用し、障

がい者の能力、適性及び地域の障がい者雇用ニーズに対応した訓練を実施している。 

訓練受講者数については前年同期より10人減少している。 

①   受講者数  49人 

②   就職率    48.0％ 

 

イ 求職者支援訓練について（令和４年12月末現在） 

【福島労働局】 

     職業訓練の受講者数及び就職率は次のとおりです。 

①  受講者数 397人  

②  就職率（令和４年４月に終了したコースの修了者等の状況） 

基礎コース 37.5％ 

実践コース 53.3％  
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（３）令和３年度における公的職業訓練の実施結果(確定値) 

  福島県 機構福島支部 福島労働局 

離職者訓練 

求職者支援訓練 

受講者数 ※1,390人 ※728人 583人 

就職率 76.3 ％ 87.7 ％ 
基礎コース  58.1 ％ 

実践コース 59.9 ％ 

在職者訓練 受講者数 450人 1167人 － 

学卒者訓練 訓練生数 248人 － － 

就職率 100 ％ － － 

障がい者訓練 受講者数 63人 － － 

就職率 72.1 ％ － － 

   ※前年度繰越者含む 

 

３ 計画期間中の公的職業訓練の実施方針 

（１）公共職業訓練について 

ア 離職者訓練の実施方針 

県においては、民間教育訓練機関等を活用した知識等習得コース及び長期高度

人材育成コース等を委託訓練により実施する。令和５年度は、1，500人(他、年度

またぎ訓練分【前年度開講】は 205人)を定員人数とし事務系・情報系・介護系等

の訓練を実施する。 

また、人材不足分野としての大型自動車一種運転業務従事者育成コース、就労

経験がないかまたは乏しい母子家庭の母等に対し、就職に必要な知識・技能等の

習得を図る職業訓練を実施する。 

機構福島支部においては、施設内訓練として主にものづくり分野の訓練を計画

し、就職に結びつく訓練内容等を取り入れた効果的な訓練を実施する。 

 

イ 在職者訓練の実施方針 

県では、県内企業における在職者等の職業能力開発・向上を図るため、技能向上

及び資格取得コースを設定し、専門短期訓練及び普通短期訓練を実施する。訓練

内容の設定については、県内各地域の産業界のニーズ等を考慮し内容の充実を図

り、延べ定員 1.131人を実施する。 

機構福島支部の施設では、当該施設から概ね半径 40ｋｍ圏内を中心とした地域

のニーズに基づき真に高度な訓練を実施することとし、延べ定員 1,750 人を実施

する。 

 

 ウ 学卒者訓練の実施方針 

職業能力開発短期大学校においては、社会性豊かな人格形成、主体的な創造能

力の開発、実践的な職業能力の開発を教育理念として産業の高度化に貢献できる

実践技術者の養成を行う。また、職業能力開発校においては、普通課程の訓練を実

施し、将来多様な技術・技能に対応できる技術・技能者を養成する。 

 

エ 障がい者訓練の実施方針 

県としては、「福祉から就労へ」の流れを受けて、障がい者の雇用促進を図るた

め、企業、社会福祉法人、NPO、民間教育訓練機関等、地域の多様な委託先を活用

し、職業訓練を実施する。 
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（２） 求職者支援訓練について 

求職者支援訓練の実施方針 

就職に必要な基礎的な技能等を習得する“基礎コース”及び実践的な技能等を習

得する“実践コース”を設定することとする。 

訓練の設定に当たっては、デジタル分野等の成長分野や人材確保が引き続き困難

となっている介護等の分野・職種にも重点を置くとともに、地域における産業の動

向及び求人ニーズを踏まえたものとする。 

また、育児や介護中などの者、未就職のまま卒業することになった新規学卒者、

コミュニケーション能力等の課題を有する生活困窮者、さらには、短時間労働者等

の不安定就労者、就職氷河期世代の者のうち不安定な就労に就いている者や無業状

態の者など、多様な事情を抱える求職者等でも受講できるよう実施期間・時間に配

慮した訓練コースや、オンライン訓練（ｅラーニングを含む。）、託児サービス付

き訓練コースの設定を推進する。 

 

（３） 公的職業訓練の実施状況からみた方向性について 

離職者訓練の実施状況（受講率・就職率）に基づく実施方針 

   ア 就職率が高く、応募倍率が低い分野（「介護・医療・福祉分野」）については、 

応募・受講しやすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コース 

の内容や効果を踏まえた受講勧奨を強化する。 

 

    イ 応募倍率が高く、就職率が低い分野（「IT分野」・「デザイン分野」）について 

は、求人ニーズに即した訓練内容か、十分な就職支援となっているかなどを検討し 

た上で運用を見直す。また、具体的な求人職種との接点や活躍できる求人分野への 

関係性の理解が促されるよう、ハローワークと連携した就職支援を強化する。 

 

４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

（１）離職者に対する公的職業訓練 

ア 離職者に対する公共職業訓練 

(ｱ)【福島県】 

国費による委託訓練として1,500人（他、年度またぎ訓練分は18コース205人）を目 

   標として実施する。 

a 訓練分野、コース数及び定員 

※訓練分野のその他については、看護系（3コース【13名】） 

 

訓練区分 訓練分野 
Ｒ５年度計 

コース数 定員数 

国庫委託訓練 事務系 84 1,177 

国庫委託訓練 情報系 8 126 

国庫委託訓練 サービス系 4 47 

国庫委託訓練 介護系 13 137 

国庫委託訓練 建設系分野 0 0 

国庫委託訓練 その他 3 13 

合  計 112 1,500 
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b 就職率の目標値 

      委託訓練 75％以上 

 

c 分野に応じた訓練コースの設定等 

① ＩＴ分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、ＩＴ、 

 Ｗｅｂデザイン関連の資格取得を目指すコース訓練コースの拡充を図る。 

     ②職業訓練の受講により習得できるスキル（資格等）の見える化・明確化を進める一

方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・明確化や、公的職業訓練受講者をタ

ーゲットにした求人提出の働きかけの実施など、ハローワークと連携した就職支援

を実施する。 

③介護分野については、職場見学・職場体験、企業実習等を組み込んだ訓練コースを

設定し訓練コースの拡充を図る。 

④子育て中の求職者に配慮した託児サービス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

(ｲ)【機構福島支部】 

施設内訓練として760人を目標として実施する。 

a 訓練分野、コース数及び定員 

※訓練分野のその他については、橋渡し訓練  

 

b 就職率の目標値 

      施設内訓練 82.5％以上 

 

イ 求職者支援訓練 

【福島労働局】 

実施規模と分野、就職率に係る目標 

(ｱ) 実施規模 

計画期間において、訓練認定規模の上限（実施規模）を1,198人とし、うち就職氷河

期対策訓練及び短期・短時間特例訓練を356人とする。 

 

(ｲ) 訓練コースの設定割合 

① 基礎的能力のみを習得する職業訓練（基礎コース） 

訓練認定規模の40.0％程度とする。 

② 基礎的能力から実践的能力までを一括して習得する職業訓練（実践コース） 

訓練認定規模の60.0％程度とする。 

 

(ｳ) 実践コースにおける全国共通分野の設定 

次の３分野とする。 

① 介護分野   

② 医療事務分野  

③ デジタル分野 

 

訓練区分 訓練分野 
Ｒ５年度計 

コース数 定員数 

機構立施設内訓練 建設系分野 14 224 

機構立施設内訓練 製造系分野 20 298 

機構立施設内訓練 サービス系 12 184 

機構立施設内訓練 その他 14  54 

合  計 60 760 
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(ｴ) 分野別認定規模 

コース名 認定規模 

基礎コース 479 

実践コース 719 

 

介護分野  90 

医療事務分野 144 

  デジタル分野 160 

その他の分野 

 

325 

 

合計 1,198 

注１ デジタル分野：ＩＴ分野にデザイン分野のうちＷＥＢデザイン系コースを加えた 

もの。 

注２ その他の分野：営業・販売・事務系、農業等。  

注３ 四半期ごとに求職者数の配分等に応じた定員の設定を行うとともに、できる限り 

  認定残が生じないよう講じることを基本とするが、第１・２四半期において、実践 

  コースの全国共通分野（介護分野・医療事務分野・デジタル分野）が定員枠に達し 

  なかった場合は、同じ認定単位期間の「その他」分野への振替を行うことができる 

  ものとする。また、第１四半期から第３四半期で定員枠に余剰（認定残及び中止と 

  なったコースの定員分）が生じた場合は、第４四半期において、「基礎コースと実 

  践コースとの間での振替」及び「実践コースの中で他分野への振替」を行うことが 

  できるものとする。なお、振替等を行う場合は、福島労働局と機構福島支部の双方 

  で協議するものとする。 

 

(ｵ) 新規参入枠の割合 

① 基礎コース 30％ 

② 実践コース 30％ 

 

(ｶ) 認定単位期間 

認定単位期間は、原則として３か月単位とする。 

認定単位期間における基礎コース、実践コースの具体的な定員及び認定申請受付期

間は、その都度、福島労働局及び機構福島支部のホームページで周知する。  

 

(ｷ) 就職率の目標値 

① 基礎コース 58％以上 

② 実践コース 63％以上 

 

(ｸ) 地域ニーズ枠 

基礎又は実践コースの訓練分野内で訓練対象者及び実施地域を特定し、認定規模の

20％以内（１コース定員30人以内）で設定し活用できるものとする。新規参入の対象

となる訓練の場合は、新規参入枠の取扱いとする。 

 

(ｹ) 分野に応じた訓練コースの設定等 

 ① ＩＴ分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、ＩＴ、Ｗ 

ｅｂデザイン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨励金の上乗せ措置、企業 

実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースやオンライン訓練（ｅラーニングコー 

ス）におけるパソコン等の貸与に要した経費への奨励金支給措置により、訓練コース 

の拡充を図る。 

    ② ＩＴ分野、 デザイン分野については、就職率の向上のため、求人ニーズに即した
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訓練コースを促進し、十分な就職支援を実施する。 

③ ＩＴ分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資 

格など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化 

・明確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施な 

ど、ハローワークと連携した就職支援を実施する。 

④ 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースへの奨励金支 

 給措置により、訓練コースの拡充を図る。 

 

（２）在職者に対する公共職業訓練等 

ア【福島県】 

テクノアカデミー３校において1.131人を目標として実施する。 

課程、訓練科名、コース数及び定員 

課程 訓練分野 
Ｒ５年度計 うち施設外 

実施定員 コース数 延定員 

高度職業訓練 

専門短期課程 

機械系 11 70  

電気・電子系 7 75  

居住系 4 35  

事務系 10 107  

サービス系 2 20  

その他 8 90 90 

普通職業訓練 

短期課程 

機械系 14 129  

電気・電子系 17 183  

居住系 14 100  

事務系 18 174  

サービス系  0  0  

その他 13 148 148 

合  計 118 1,131 238 

※訓練分野のその他については、オーダーメイドコース 

 

イ【機構福島支部】 

機構福島支部の３施設において1,200人を目標として実施する。 

課程、訓練分野、コース数及び定員 

課程 訓練分野 
Ｒ５年度計 

コース数 延定員 

高度職業訓練 

専門短期課程 

建設系 39 390 

製造系 81 770 

サービス系 35 340 

その他 18 250 

合  計 173 1,750 
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（３）学卒者に対する公共職業訓練 

【福島県】 

テクノアカデミー３校において高卒等を対象とした２年間の訓練を実施している。専

門課程を４科設置し定員180人（１学年90人）、普通課程を６科設置し定員240人（１

学年120人）で実施する。 

 

ア 課程、訓練科名、定員 

 課程 訓練科名※ 

定員 

１ 

学年 

２ 

学年 

テクノアカデミー郡山 

高度職業訓練 

専門課程 

生産技術科 

（精密機械工学科） 

 

20 

 

20 

電子情報技術科 

（知能情報デザイン学科） 

 

30 

 

30 

普通職業訓練 

普通課程 

木造建築科 

（建築科） 

 

20 

 

20 

テクノアカデミー会津 

高度職業訓練 

専門課程 

ホテルビジネス科 

（観光プロデュース学科） 

 

20 

 

20 

普通職業訓練 

普通課程 

電気設備科 

（電気配管設備科） 

 

30 

 

30 

自動車整備科 

（自動車整備科） 

 

20 

 

20 

テクノアカデミー浜 

高度職業訓練 

専門課程 

電気エネルギー制御科 

（ロボット・環境エネルギーシステム学科） 

 

20 

 

20 

普通職業訓練 

普通課程 

精密加工科 

（機械技術科） 

 

15 

 

15 

自動車整備科 

（自動車整備科） 

 

20 

 

20 

木造建築科 

（建築科） 

 

15 

 

15 
 合  計 210 210 

※訓練科名の括弧書きは県における名称 

 

イ 就職率の目標値 

      100％ 

 

（４）障害者等に対する公共職業訓練 

【福島県】 

国費による委託訓練として 77 人を目標として実施する。 

ア 訓練コース名、コース数及び定員 

訓練区分 訓練コース名 定員 

国庫委託訓練 知識・技能習得訓練コース 25 

国庫委託訓練 ｅ-ラーニングコース 5 

国庫委託訓練 実践能力習得訓練コース 43 

国庫委託訓練 特別支援学校早期訓練コース 4 

 合  計 77 
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イ 就職率の目標値 

      委託訓練 63％以上 

 

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取り組み等 

（１） 関係機関との連携 

ア 公共職業訓練及び求職者支援訓練に係る総合的な計画を策定するにあたり、福島県、

福島労働局及び機構福島支部が地域ニーズ等の情報を共有し、効果的な公的職業訓練の

実施を目指す。 

 

イ 地域全体での人づくりの視点から、福島県、福島労働局及び機構福島支部により公共

職業訓練、求職者支援訓練の調整等を密にし、県内一円での職業訓練の実施に努める。 

 

ウ 公的職業訓練における訓練コースの周知・広報については、ハローワークの窓口や説

明会開催による周知のほか、福島県、福島労働局及び機構福島支部による広報力を積極

的に活用し、ハローワークを利用していない潜在的な対象者への周知を図り、受講者の

確保に努める。 

 

エ 福島県地域職業能力開発促進協議会を年２回開催し、関係機関の連携・協力の下に地域

の実情を踏まえた計画的、かつ、実効ある職業訓練の推進に資するとともに、職業訓練の

実施状況等についてフォローアップを行う。 

 

オ 福島県地域職業能力開発促進協議会の下に協議事項の検討作業にあたるワーキンググ

ループを置き、個別の訓練コースについて、訓練修了者や採用企業からのヒアリングを実

施するなどして、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキュラム等の改善を図る。 

 

（２）公的職業訓練の受講生の能力及び適性に応じた公的職業訓練の実施 

ア 訓練受講希望者に対しては、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングや

職業相談を通じ、適切に職業訓練コースの選択ができるように支援する。 

 

イ 訓練中の受講者に対しては、ハローワークが受理した新規求人の一覧表を訓練実施施

設に提供し、就職活動を開始する時期に合わせて求人情報の提供を行う。 

また、訓練期間中においてジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施

し、受講者の訓練修了後の求職活動の方向性、希望する業種・職種を明確化したうえで就

職に向けた支援を行う。 

 

ウ 訓練受講者に対しては、訓練受講中から訓練修了後３か月の間、職業相談や各種情報

の提供等を行うほか、訓練実施施設が訓練修了時までに作成したジョブ・カードを活用

し、習得スキルを活かせる求人の確保・提供などにより就職に向けた支援を実施する。  

 

（３）地域リスキリング推進事業 

    本県の各地域に必要な人材（中小企業、農林水産、介護等）のため、デジタル・グ

リーン等成長分野に関するリスキリングの推進に資する以下の事業を、地域の実情を

考慮し、必要に応じて実施することとする。 

  ア 経営者等の意識改革・理解促進に関する事業 

  イ リスキリングの推進サポート等に関する事業 

  ウ 従業員の理解促進・リスキリング支援に関する事業 

   エ その他、地域リスキリングの推進に資する事業 

  

    なお、当該事業を実施した場合には、福島県地域職業能力開発促進協議会におい

て報告するものとする。 
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会津若松市 
 ◆◎◎  

県立テクノアカデミー会津 

独立行政法人 
高齢・障害・求職者雇用支援機構 
福島支部 
福島職業能力開発促進センター 
会津訓練センター 

南会津町 
   ◇ 

☆ 

喜多方市 
◇ 

 

福島市 
★◆◎◎◎  

独立行政法人 
高齢・障害・求職者雇用支援機構 
福島支部 
福島職業能力開発促進センター 
 

二本松市 
◆ 

 

郡山市 
◎◎◎ 
○○○◆ 

県立テクノアカデミー郡山 

須賀川市 
◆ 

 

白河市 
◆◎ 
 

相馬市 
◇ 
 

南相馬市 
◆◎☆ 
 

富岡町 
◇      
 
 

 

いわき市 
◆◇◇ ● 
◎◎ 
 

田村市 
◎ 
 

独立行政法人 
高齢・障害・求職者雇用支援機構
福島支部 
福島職業能力開発促進センター 
いわき訓練センター 
 

県立テクノアカデミー浜 

至
東
京 

至
東
京 

至新潟 

至仙台 
至仙台 

至
水
戸 

☆ 
 

（４）その他 

   ア 職業能力開発関係施設の配置図 

 

★厚 生 労 働 省 福 島 労 働 局 1
☆県 立 テ ク ノ ア カ デ ミ ー 3
△福島職業能力開発促進センター 1
●福島職業能力開発促進センター
（会津訓練センター、いわき訓練センター）

◎共 同 認 定 職 業 能 力 開 発 校 13
（ い わ き コ ン ピ ュ ー タ ・ カ レ ッ ジ を 含 む ）

○単 独 認 定 職 業 能 力 開 発 校 3
◆公 共 職 業 安 定 所 8
◇公 共 職 業 安 定 所 出 張 所 6

2

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

◎
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イ 入学金・授業料等の徴収状況（都道府県立校のみ） 

施 設 訓  練  課  程 入学金 授業料 備考 

 

 

 

 

 

職業 

能力 

開発校 

普通職業訓練 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通 

課程 

 

 

 

中卒向け 

訓練 

   実施していない 

 

 

高卒向け 

訓練 

 

 

5,650円 

 

 

 

 

 

118,800円 

（年額） 

 

 

最終的に個人に帰属すると判断されるものについて

は、学生負担としている。 

(教科書、作業服、個人用工具、資格取得のための経費) 

入学検定料 2,200円。 

短期 

課程 

在職者向け

訓練 

無料 3,100円 

(12時間ｺｰｽ) 

3,100円（12時間コース）を基本授業料とし、その時間

を超える訓練の場合は１時間あたり200円を加算した額

を徴収する。 

短期 

課程 

離転職者向け訓練   実施していない 

 

 

職業 

能力 

開発 

短期 

大学校 

 

 

 

高度職業訓練 

専門課程 

 

 

 

 

169,200円 

（県内） 

364,000円 

（県外） 

 

 

 

379,200円 

 

 

 

最終的に個人に帰属すると判断されるものについて

は、学生負担としている。 

(教科書、作業服、個人用工具、資格取得のための経費) 

入学検定料 18,000円。 

高度職業訓練 

専門短期課程 

無料 

 

4,300円 

(12時間ｺｰｽ) 

4,300円（12時間コース）を基本授業料とし、その時間

を超える訓練の場合は１時間あたり300円を加算した額

を徴収する。 

（記入上の注意）  

１．(2)には、５年度の実施計画上、特筆すべき事項（前年度の実施計画との相違点）を箇条書きで簡潔に記入すること。 

２．(7)には、５年度以降で、特に職業能力開発実施体制等の長期的方向について、計画しているものがあれば記入すること。 

３．(2)から(7)には、都道府県立施設、高齢・障害・求職者雇用支援機構立施設、障害者校ごとに記入すること。 

４．(9)には、未設定の訓練課程のみ「－」を記入し、設定している訓練課程には金額を記入すること。また、平成25年12 

月６日付け能能発 1206 第１号「学卒者訓練のうち中卒者・高校中退者向け訓練受講への支援措置の実施について」によ

り、中卒者等向けの学卒者訓練に係る授業料を支援される場合には、支援後の金額（「０」等）を記載のうえ、従前の授

業料（職業能力開発施設運営費交付金の支援措置対象の金額）を（ ）書きで記入すること。 

５．(9)の備考欄には、入学金・授業料以外の経費（例：教材費、被服費など）や、授業料徴収の条件（例：高卒者向け訓練

のみ徴収など）があれば記入すること。 

６．(8)及び(9)には、都道府県立の施設の状況のみを記入すること。 
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福島県地域職業能力開発促進協議会設置要綱 

 
１ 目的 

福島労働局は、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 15 条の規定に 
基づき、福島県の区域において、地域の関係機関が参画し、同法第 16 条第１項の規 
定に基づき設置する公共職業能力開発施設において実施する職業訓練（同法第 15 条 
の７第３項の規定に基づき実施する職業訓練を含む。）及び職業訓練の実施等による 
特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号）第４条第２項に規 
定する認定職業訓練（両訓練を合わせて、以下「公的職業訓練」という。）を実施す 
るに当たり、地域における人材ニーズを適切に反映した訓練コースの設定を促進す 
るとともに、訓練効果の把握・検証を通じた訓練内容の改善等の協議を行う福島県 
地域職業能力開発促進協議会を設置する。 
 

２ 構成員 
 (1) 福島県地域職業能力開発促進協議会（以下「協議会」という。）は、以下に掲げる 
  者を構成員とする。 

① 学識経験者 
  人事労務分野に係る大学教授など職業能力形成分野に精通している者 
② 事業主団体 

   ・福島県経営者協会連合会の役員又は同等クラスの者及び実務担当者 
   ・福島県中小企業団体中央会の役員又は同等クラスの者及び実務担当者 
   ・福島県商工会議所連合会の役員又は同等クラスの者及び実務担当者 
   ・福島県商工会連合会の役員又は同等クラスの者及び実務担当者 

③ 労働者団体 
   ・日本労働組合総連合会福島県連合会の役員又は同等クラスの者及び実務担当者 

④ 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する団体 
   ・独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構福島支部⾧ 
   ・福島県専修学校各種学校連合会の役員又は同等クラスの者 
   ・福島県職業能力開発協会の役員又は同等クラスの者 
   ・全国産業人能力開発団体連合会の推薦する者 
   ・リカレント教育を実施する大学の教授など職業能力形成分野に精通している者 

⑤ 職業紹介事業者若しくは特定募集情報等提供事業者又はその団体 
⑥ 都道府県 

福島県商工労働部⾧ 
⑦ 都道府県労働局 

福島労働局職業安定部⾧ 
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 (2) 協議会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。 
   

３ ワーキンググループ 
協議会は、協議事項の検討に必要なワーキンググループを設置することができる。 
 

４ 会⾧ 
(1) 協議会に会⾧を置き、委員の互選により選任する。 
(2) 会⾧は、会議の議⾧となり、議事を整理する。 
(3) 会⾧に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

 
５ 協議会の開催 

年２回以上の開催とする。 
 

６ 協議事項 
次に掲げる事項について協議する。 

(1) 公的職業訓練について、地域の人材ニーズ及び実施状況を踏まえた訓練コースの 
設定に関すること。 

(2) 公的職業訓練について、訓練効果の把握・検証等に関すること。 
(3) キャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開発及び向上の促進 

のための取組に関すること。 
(4) 公的職業訓練の実施にあたり年度計画の策定に関すること。 
(5) その他必要な事項に関すること。 

 
７ 事務局 

協議会の事務局は、福島労働局職業安定部に置く。 
 

８ その他 
(1) 議事については､協議会において申し合わせた場合を除き、公開とする｡ 
(2) 協議会の事務に従事する者又は従事した者は、職業能力開発促進法第 15 条第３ 

項の規定により、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らして 
はならない。 

(3) この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。 
 
 

附則 
 この要綱は、令和４年 10 月１日から施行する。 
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公的職業訓練効果検証ワーキンググループ実施要領（案） 

  

１ 目的 

公的職業訓練効果検証ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）は、適切 

かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて、訓練修 

了者や採用企業からのヒアリングも含め、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキ 

ュラム等の改善を図ることとする。 

 

２ ＷＧの構成員 

「福島県地域職業能力開発促進協議会設置要綱」の２（１）の構成員のうち、 

都道府県労働局、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構と 

し、必要に応じて、福島県地域職業能力開発促進協議会（以下「協議会」とい 

う。）構成員の中から任意の者を追加する。 

なお、協議会の構成員として委任した者と同一のものとする必要はなく、構成 

員の機関・団体の職員等で差し支えないが、協議会の事務に従事する者として、 

正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。                                                                                                                             

 

３ 検証手法 

検証手法は、公的職業訓練の訓練修了者、訓練修了者の採用企業及び訓練実施

機関に対するヒアリングにより行うものとする。 

なお、各種データの統計処理による分析については、訓練カリキュラムの改善

に資する場合に限り協議会で実施することも可能であるが、都道府県労働局職員

以外の者が直接関わって分析を実施する場合は、①分析するデータの種類・範囲、

②分析手法、③分析の実施者等を明らかした上で、事前に、厚生労働省担当部局

に協議すること。 

 

４ ＷＧの具体的な進め方  

（１）検証対象コースの選定 

ア 予め協議会にて検証対象となる訓練分野を選定しておき、ＷＧでは当該

訓練分野の中で訓練修了者が比較的多い訓練コースを３コース（ただし、

異なる訓練実施機関が実施するものとすること。）以上選定する。 

イ 検証対象は、アで選定したコースの訓練実施機関と、各訓練コースにつ

き訓練修了者１人以上、当該訓練修了者を採用した採用企業１社以上とす

る。具体的には、３コースを選定すると、訓練実施機関３者、訓練修了者

３人以上及び採用企業３社以上が対象となる。 
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  なお、ヒアリングの対象とする訓練修了者の選定にあたっては、同一の

性別又は年齢層に偏らないよう配慮すること。 

その他、就職氷河期世代、就職困難者、ひとり親等といった様々な事情

を抱える方々について検証することも有意義であることから、訓練修了者

のうちの一人は、例えば離職期間が長い、離転職を繰り返している等の履

歴のある者をできる限り選定することが望ましい。 

 

（２）ヒアリングの内容等 

ア ヒアリングは直接又は web 会議のいずれでも差し支えない。 

イ ヒアリング内容は以下の項目を必須とし、協議会独自に質問項目を追加

しても差し支えない。 

① 訓練実施機関へのヒアリング 

・訓練実施にあたって工夫している点 

・訓練実施機関が行っているキャリアコンサルティングの状況 

・訓練実施にあたっての国等への要望、改善して欲しい点 

     ② 訓練修了者へのヒアリング 

       ※訓練機関の接遇など、受講中の満足度ではないことに留意。 

・訓練内容のうち、就職後に役に立ったもの 

・訓練内容のうち、就職後にあまり活用されなかったもの 

・就職後に感じた、訓練で学んでおくべきであったスキル、技能等 

③ 訓練修了者を採用した企業へのヒアリング 

・訓練により得られたスキル、技能等のうち、採用後に役に立って

いるもの 

・訓練において、より一層習得しておくことが望ましいスキル、技  

能等 

・訓練修了者の採用について、未受講者（未経験者）の採用の場合

と比較して期待していること（同程度の経験等を有する者同士を

比較） 

・ 

（３）ヒアリングを踏まえた効果検証等 

（２）のヒアリングを踏まえ、調査した訓練コースを含む分野全体におい

て、訓練効果が期待できる内容及び訓練効果を上げるために改善すべき内容

について整理する。 

 

（４）効果検証結果を踏まえた検討 

（３）の効果検証結果を踏まえ、訓練カリキュラム等の改善促進策（案）

等を検討し、協議会への報告事項を整理する。 
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【訓練カリキュラムの改善促進策（例）】 

■ 委託訓練について、 

〇 説明会資料又は委託要綱等の内容に追加 

〇 公募条件又は入札の加点要素として付加 

■ 汎用性の高い訓練（就職支援）内容について、 

〇 求職者支援訓練において、訓練実施期間中に独立行政法人高齢・障 

害・求職者雇用支援機構が行う実施状況の確認の際に周知 

〇 申請・認定事務の際に周知 

〇 求職者支援訓練の実施機関開拓の際に周知 

   

（５）協議会への報告 

ＷＧの効果検証結果及び訓練カリキュラムの改善促進策（案）等につい

ては協議会に報告する。 
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令和５年度に効果検証を行う訓練分野の
選定（案）について

１ 効果検証を行う訓練分野

令和５年度に効果検証を行う訓練分野は、「デジタル分野」とする。

２ 選定理由

(1) 国における人材育成の方針として、デジタル人材が質・量ともに不足している

ことや、都市圏への偏在といった課題を解決するため、職業訓練のデジタル分野

の重点化に取り組むこととしている。このことから、地方においても、地域の実

情やニーズ等に応じた訓練コースの設定が講じられているかを定性的に分析する。

(2) デジタル分野については、令和４年度においても検証・改善を行う訓練分野と

して取り上げ、第１回目の本協議会にて検証結果を報告したところである。

令和５年度においては、上記１の方向性に基づき、引き続き同じ分野で検証を

行うことにより精度の高い訓練効果の実証等に努め、訓練カリキュラム等の改善

を目指す。

(3) デジタル分野のうちデザイン分野は、比較的応募倍率が高いものの就職率が低

いといった傾向が実績として示されていることから、訓練修了者や採用企業等の

現場の声を収集・分析することにより、ハローワーク等に対して就職支援の方策

に供するような有効なフィードバックを行う。

３ 参考データ（令和４年度実績（令和４年12月末現在））

「デジタル分野」＝ＩＴ分野＋デザイン分野

(1) ＩＴ分野 委託訓練（県） １コース １社 受講者11人

(2) デザイン分野 求職者支援訓練 ６コース ２社 受講者87人

委託訓練（県） ５コース ３社 受講者81人

４ その他

(1) ヒアリングの実施に係る具体的な作業内容、手順等については、令和５年６月

に開催を予定する「令和５年度第１回公的職業訓練効果検証ワーキンググループ

会議」にて協議する。

(2) 選定する訓練コース、訓練実施機関、訓練修了者は以下のとおりとする。

ア 年度ごとに１分野以上とし、各分野３コース以上を選定する。

イ 検証する３コースについて、可能な限り訓練実施機関の重複を避ける。

ウ 訓練修了者とヒアリングを行う企業に採用された者は、可能な限り同一人と

する。

※主な職種
・ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
・WEBｸﾘｴｲﾀｰ(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ)
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